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参考資料５

文 化 財 保 護 法 （抄）

（文化財の定義）

第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値

の高いもの（以下｢ ｣という ）無形文化財 。

三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用

いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことので

きないもの（以下「 」という）民俗文化財

第四章 無形文化財

（重要無形文化財の指定等）

第七十一条 文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することが

できる。

２ 文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者

又は保持団体（無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあ

るものをいう。以下同じ ）を認定しなければならない。。

３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持

者又は保持団体として認定しようとするもの（保持団体にあつては、その代表者）に通知して

する。

４ 文部科学大臣は、第一項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持

者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保

持団体として追加認定することができる。

５ 前項の規定による追加認定には、第三項の規定を準用する。

（重要無形文化財の指定等の解除）

第七十二条 重要無形文化財が重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があ

るときは、文部科学大臣は、重要無形文化財の指定を解除することができる。

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がそ

の構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由が

あるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

３ 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示す

るとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

４ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき（消滅したときを含む。以下この条及

び次条において同じ ）は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の。

すべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、重要無形文化財の指定は解

除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならな

い。

（重要無形文化財の保存）

第七十四条 文化庁長官は、重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形

文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることが

できるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適
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当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第２項及び第３項の規定を準用す

る。

（重要無形文化財の公開）

第七十五条 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し重要無形文化財の公開

を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

２ 重要無形文化財の保持者又は保持団体が重要無形文化財を公開する場合には、第五十一条第

７項の規定を準用する。

３ 重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、国は、その公開に要する経

費の一部を補助することができる。

（重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告）

第七十六条 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者若しくは保持団体又は地方公共団体その他

その保存に当たることを適当と認める者に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は

勧告をすることができる。
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第五章 民俗文化財

（重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定）

、 、第七十八条 文部科学大臣は 有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に

無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。

２ 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には、第二十八条第１項から第４項までの規定

を準用する。

３ 第１項の規定による重要無形民俗文化財の指定は、その旨を官報に告示してする。

（重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除）

第７９条 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗

文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形

民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。

２ 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には、第２９条第２項から第４項までの

規定を準用する。

３ 第１項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を官報に告示してする。

（重要無形民俗文化財の保存）

第八十七条 文化庁長官は、重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要

無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる

ものとし、国は、地方公共団体その他その保有に当たることを適当と認める者に対し、その保

存に要する経費の一部を補助することができる。

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第２項及び第３項の規定を準用す

る。

（重要無形民俗文化財の記録の公開）

第八十八条 文化庁長官は、重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告

することができる。

２ 重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第３項の規

定を準用する。

（重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告）

第八十九条 文化庁長官は、地方公共団体その他重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当

と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
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第十章 文化財の保存技術の保護

（選定保存技術の選定等）

第百四十七条 文部科学大臣は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技

能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる。

２ 文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつては、選定保存技術の保持者又は保

存団体（選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体（財団を含む ）で代表者又は。

管理人の定めのあるものをいう。以下同じ ）を認定しなければならない。。

、 。３ 一の選定保存技術についての前項の認定は 保持者と保存団体とを併せてすることができる

４ 第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には、第七十一条第三項から第五項ま

での規定を準用する。

（選定等の解除）

第百四十八条 文部科学大臣は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場

合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

２ 文部科学大臣は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場

合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があると

きは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

３ 前二項の場合には、第七十二条第三項の規定を準用する。

４ 前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したと

き 同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき 消、 （

滅したときを含む。以下この項において同じ 、同項の認定が保持者と保存団体とを併せて。）

なされた場合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散したときは、選

定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報

で告示しなければならない。

（選定保存技術の保存）

第百五十条 文化庁長官は、選定保存技術の保有のため必要があると認めるときは、選定保存技

術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認

められるものについて適当な措置を執ることができる。

（選定保存技術の記録の公開）

第百五十一条 選定保存技術の記録の所有者には、第八十八条の規定を準用する。

（選定保存技術の保存に関する援助）

第百五十二条 国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存

に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすること

ができる。
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第十一章 文化審議会への諮問

第百五十三条 文部科学大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問し

なければならない。

三 重要無形文化財の指定及びその指定の解除

四 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

五 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

六 登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消（第九十条３項で準用する第五十九条第１

項又は第２項の規定による登録の抹消を除く ）。

十二 選定保存技術の選定及びその選定の解除

十三 選定保存技術の保持者又は保有団体の認定及びその認定の解除


